
　女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。)第19条第6項に

基づき、特定事業主行動計画の取組みの実施状況を公表します。

　あわせて、女性活躍推進法第21条の規定に基づき、女性の活躍状況を公表します。

⒈特定事業主行動計画の取組みの実施状況の公表
⑴就業継続及び仕事と家庭の両立関係

①男女別の育児休業取得率

⑵長時間勤務関係

①職員一人当たり年間超過勤務時間数の上限時間360時間以内

備考 ⒈超過職員数には消防職員を含む。(　)内の数値は消防職員以外の職員数。

⑶配置･育成･教育訓練及び評価･登用関係

①役職段階ごとの女性職員の割合

⒉女性活躍推進法第21条に基づく女性の活躍状況の公表

《職業生活における機会の提供に関する実績》

⑴採用した職員に占める女性職員の割合(R5.4.1)

備考 ⒈一般事務職には、保健師・管理栄養士・土木技術・建築技術職を含む。

     ⒉前年度採用試験がなく、対象となる職員がいない場合は「－」と表記している。

0%

－

R4年度

32名
(4名)

R5年度

4.3%

16.3%

32.0%

R5年度

0.0%

－

R2年度

4.0%

21.3%

27.8%

R3年度 R4年度

3.8% 4.2%

20.8% 16.9%

27.3% 30.8%

R4年度

60.0%

－

0%

－－

R3年度

14.3%

－

－消防職 0%

西都市特定事業主行動計画の実施状況及び西都市における女性の活躍状況の公表（令和5年7月）
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⑵採用試験の受験者の総数に占める女性の割合

備考 ⒈一般事務職には、保健師・管理栄養士・土木技術・建築技術職を含む。

     ⒉採用試験がなかった区分については「－」と表記している。

⑶職員に占める女性の割合

備考 ⒈一般事務職には、保健師・管理栄養士・土木技術・建築技術職を含む。

　　 ⒉会計年度任用職員は、R1年度については会計年度任用職員制度移行前の

　　 臨時職員等の人数の割合を表記している。

　　 ⒊会計年度任用職員は勤務時間が週15時間30分以上の者を対象としている。

⑷中途採用の男女別実績

⑸管理職に占める女性職員の割合及び各役職段階に占める女性職員の割合

⑹機会の提供に資する制度の概要

①セクシュアル・ハラスメント等対策の整備状況

・セクハラ等対策のための一元的窓口を設置している。
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《職業生活と家庭生活との両立に資する勤務環境の整備に関する実績》

⑴離職率（令和４年度）

備考 ⒈普通退職者の離職率を表記している。

⑵男女別の育児休業取得率及び取得期間の分布状況

備考 ⒈育児休暇が複数年度に渡る場合は取得初年度に計上している。

○取得期間の状況（令和４年度）

備考 ⒈育児休暇取得者が一般事務職のみのため、一般事務職区分のみ表記している。

⑶男性職員の配偶者出産休暇(2日)及び育児参加のための休暇(5日)取得率

　並びに合計取得日数の分布状況
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⑷超過勤務の状況（令和４年度）

①一人当たり一月当たりの平均超過勤務時間

■本庁勤務職員

■本庁外勤務職員

⑸年次有給休暇の取得日数の状況（令和4年1月1日～令和4年12月31日）

備考 ⒈一般事務職には、保健師・管理栄養士・土木技術・建築技術職を含む。

     ⒉新規採用職員、派遣職員、育休中職員、休職者は除く。

取得日数が5日
未満の職員の割合
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